
デイサービス型：市の委託する
医療機関をして、育児や授乳方
法の指導、お母さんの不安の解
消や休息などの支援を受けるこ

とができます。

デイサービス型：市の委託する
医療機関をして、育児や授乳方
法の指導、お母さんの不安の解
消や休息などの支援を受けるこ

とができます。
市の委託する助産師が自宅に訪問して、育児や
授乳方法の指導、沐浴などの支援を受けること
ができます。

宿泊型 （ 7日まで）
デイサービス（ 7回まで）

江南市産後ケア
事業のご案内

利用できる方 サービスの内容

令和8年度

●江南市内に住所を有するお母さんとお子さん

●出産後、体調や育児に不安のある方

＊宿泊型・デイサービス型は、産後４か月未満

＊訪問型は、産後１年未満

市の委託する医療機関等で宿泊又は通所をして、
育児や授乳方法の指導、お母さんの不安の解消や
休息などの支援を受けることができます。

訪問型 （ 2回以内）

（入退所時間：午前10時入所、午後４時退所）

（利用時間：90分間）
（訪問可能時間：午前９時から午後４時）

（注）お母さん、お子さんともに医療

行為の必要がなく、感染性疾患（麻疹、

風疹、インフルエンザ等）に罹ってい

ないことが前提です。

実施医療機関など

医療機関等名 住所 ・ 電話番号 利用対象 宿泊型 デイサービス型

江 南 厚生 病院
江南市高屋町大松原137番地

0587-51-3333

産後4ヶ月

未満
〇 〇

総合大雄会病院
一宮市桜1丁目9-9

0586-72-1211

産後3～4ヶ月

未満
〇 〇

つかはらレディースクリニック
一宮市浅野字居森野71-１

0586-81-8000

産後4ヶ月

未満
〇 〇

マザークリニックハピネス
犬山市塔野地西一丁目4-6

0568-63-4103

産後3か月

未満 〇 〇

ミナミクリニック
小牧市小牧原4-38-1

0568-75-3732

産後4ヶ月

未満
〇 〇

エンゼルレディースクリニック
小牧市中央二丁目22番地

0568-41-6260

産後2ヶ月末

未満
〇 〇

小 牧 市民 病院
小牧市常普請一丁目20番地

0568-76-4131

産後4ヶ月

未満
〇

大野レディスクリニック
岩倉市稲荷町高畑10番地

0587-37-3323

産後3か月

未満
〇 〇

すこやか助産院
北名古屋市鹿田廻間８３

0568-21-5503

産後4ヶ月末

未満
〇 〇

おおばやしマタニティクリニック
北名古屋市鹿田道下50番地

0568-26-0884

産後3か月

未満
〇 〇

出産後に、安心して子育てができるよう、心身の休養や育児のサポートをする

「産後ケア事業」を実施しています。

「お産と育児の疲れから体調がよくない」「赤ちゃんのお世話の仕方が分からない」

など、お困りのことはありませんか？一人で悩まず、まずはご相談ください。

※利用対象ほか、施設によって要件が異なります。



江南市保健センター（こども家庭センター）

toko ⁺toko⁼labo（江南市布袋駅東複合公共施設）２階

住所：〒483-8157 江南市北山町西300番地
電話：0587-56-4120（平日午前９時００分～午後４時００分）

江南市から申請者宛に『江南市産後ケア事業利用承諾通知書』を送付します。

利用の流れ

① 申 請 利用者又はその家族が利用日の３日前（年末年始、土日祝日を除く）までに

保健センター(こども家庭センター)へ申請してください。

② 通知送付

『江南市産後ケア事業利用承諾通知書』に記載されている利用期間に
産後ケア事業の利用ができます。

利用料金

サービス内容 階層区分
自己負担額（日額）

通算5日/回まで 通算6日/回以降

宿泊型
課税世帯 3,500円 6,000円

多胎児2人目以降の1人当たりの加算額 600円 600円

デイサービス型
課税世帯 1,500円 4,000円

多胎児2人目以降の1人当たりの加算額 400円 400円

訪問型
課税世帯 0円 2,400円

多胎児2人目以降の1人当たりの加算額 240円 240円

※通算とは、全種別の利用を合算したもの。
※1泊2泊で利用した場合、2日分の自己負担額が必要になります。
※上記利用料以外に、オムツ代やミルク代、衛生用品・母子の衣服、タオル等の提供を受けた場合は別途料金
がかかります。
※生活保護世帯・市民税非課税世帯の方は、自己負担額が免除されます。

③ 利用開始

(1) ご都合により、キャンセルされる場合は、宿泊型・デイサービス型は利用日の前日17時までに医療機関に、
訪問型は、利用日の前々日（年末年始、土日祝日を除く）までに保健センターへご連絡ください。
(2) 利用をキャンセルされる場合や日時を変更する場合、保健センターへ江南市産後ケア事業利用変更申請書
の提出が必要です（オンライン申請）。
(3) (1)以降のキャンセル・変更についてはキャンセル料が発生します。

その他

※令和8年1月1日以降に転入された方は前住所地の
課税証明書等が必要となります。
※生活保護に該当する方は、「生活保護受給証明書」
を提出してください。

申請用二次元コード
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